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 【開会=午前１１時３１分】 

 

 ただいまから総務委員会を開会いたします。本委員会に

付託されました議案におきましては、お手元に配布した通

りであります。既に説明が終わっておりますので、直ちに

質疑に入ります。その前に委員長からお願いしておきます。

委員及び執行部におかれましては、簡潔明瞭な質疑、答弁

をお願いいたします。また、執行部におかれましては、発

言する前には挙手、職名を発言の上、委員長の許可を得て

から行うようにお願いいたします。 

最初に、「議第７３号 令和５年度羽島市一般会計補正予

算（第５号）」を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

補正予算の方から質問いたしますが、４４ページ、３款

２項１目児童福祉総務費で、岐阜県高等学校就学準備等支

援金支給事業で３万円を支給するようにするようですけど

も、該当者は何人ですか。 

 

お答えします。本事業についての支給する該当者は６３

０人を見込んでおります。以上でございます。 

 

次に、４８ページ、９款１項５目教育支援費、この中で、

ふれあい会館の改修の詳細について報告をしてください。 

 

委託料及び備品購入費、工事請負費の一部は、児童生徒

の活動に使用するインターネット環境の整備を予定してお

ります。これにより、タブレット端末を用いた事業支援ア

プリが活用でき、学校生活を送る児童生徒と同様の学習ア

プリの使用やオンライン会議システムを活用し、現在行っ

ているこだまと自宅をつないだ活動、こだまと学級の児童

生徒との交流もできるようになります。また、工事請負費

の一部で調理室の改修工事を行い、調理台４台中３台の調

理台を撤去し、学習や交流のスペースを確保した上、残し

た調理台を活用し、家庭科や理科の学習など、今まで以上

に幅広い活動ができるようになります。常設されている食

器棚は、利用する食器以外は整頓し、空いたスペースを読

書用の本を置く予定です。以上でございます。 

 

質問ではありませんけど、先ほど教育支援費と言いまし

たけど、教育支援センター費に訂正いたします。以上です。 
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その他ございませんか。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言願いま

す。 

 

今回の補正予算、羽島市福祉ふれあい会館２階の調理室、

コミュニケーションルーム、ボランティアルームを適応指

導教室として使うための工事請負費などが予算計上されて

います。コミュニケーションルームは、平日午前、午後の

一般の利用ができなくなり、調理室とボランティアルーム

の貸し出しはなくなります。適応指導教室の運営は必要で

すが、今、市民に活用されているスペースが活用できなく

なることは納得ができません。コミュニケーションルーム、

ボランティアルームの稼働率は２３から２４％であり、１

日を午前、午後、夜間と３コマに区切って貸し出しをして

いるので、４コマに１回、１日半に１回程度活用されてい

ることになります。調理室もこの地域では貴重な設備です。

かつては青少年ホームにもありましたが、今では建物自体

がなくなりました。各コミュニティセンターに調理室があ

りますが、竹鼻コミュニティセンターには備え付けられて

おりません。福祉ふれあい会館は、２００４年１１月に開

設しているので、建設からまだ１８年しか経過していない

ので、市内コミュニティセンターの調理室よりずっと新し

くて使いやすい設備です。市民が活動したり、交流したり

する場が減ってしまうこの補正予算に反対します。 

 

その他ありませんか。 

 

（発言なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第７３号は原案の通り可決すること

に賛成の委員の挙手を願います。 

 

（挙手多数） 

 

挙手多数であります。よって議第７３号は原案の通り可
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決することに決しました。 

ここで関係者以外の方は退席いただいて結構です。 

 

（関係者以外退席） 

 

次に、議第６６号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

議案書６ページ、今回の改正目的といたしまして、職員

駐車場の使用料を使用月の前月に徴収していることから、

何らかの事情等により、駐車場の使用を取りやめた際、還

付事務が発生することから、事務効率のために前納以外に

よる納入の特例を定めるとお聞きいたしましたけれども、

実際に令和４年度は何件の還付事務がありましたか。また、

主な還付の理由をお聞かせください。 

 

令和４年度の羽島市職員駐車場使用料の還付事務件数は

２７件でございます。還付申請されている時期としては３

月が多く、その主な理由としましては、特に会計年度任用

職員の方の退職にあたり、使用日数が減少したり、年度の

切り替わりを契機とした民間駐車場への変更によるもので

ございます。以上です。 

 

第２条３項で、原則、行政財産の使用を開始する前に納

入しなければならないとするものの、例外規定を設けてお

ります。職員の駐車料金の徴収を前納していたものを改め

る趣旨であるという説明でした。それでは、どのタイミン

グで徴収いたしますか。また、会計年度任用職員、月給と

時給それぞれの徴収のタイミングはいつですか。 

 

市の一般職員及び月給の会計年度任用職員の徴収のタイ

ミングは、使用月の給与から控除いたします。また、時給

の会計年度任用職員については、使用月の翌月に給与を支

給する際、控除いたします。以上です。 

 

それでは、職員の駐車料金はいくら徴収していますか。

会計年度任用職員はいくらですか。また、会計年度任用職

員は何日以上使用した場合に徴収されていますか。 

 

市の一般職員の駐車料金は３０００円でございます。会

計年度任用職員につきましては、月給、時給ともに２００
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０円の駐車料金となり、１カ月当たり５日以上使用した場

合に徴収いたします。以上です。 

 

駐車料を徴収している職員数は何人になりますか。 

 

駐車料金を徴収している職員数につきましては、病院、

消防の職員も含めてお答えいたします。市の一般職員が約

５８０人、月給の会計年度任用職員が約２００人。時給の

会計年度任用職員が約１９０人。その他、出先機関や委託

社員等が約１２０人でございます。合計で約１０９０人か

ら駐車料金を徴収しております。以上です。 

 

他にございませんか。 

 

（発言なし） 

 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言願いま

す。 

 

（発言なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第６６号は原案の通り可決すること

にご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第６６号は原案の通り可決するこ

とに決しました。 

次に、議第７１号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

この第１条変電設備では、キュービクル式以外のものに

ついても建築物などの部分との間に換気、点検及び整備に

支障のない距離を保つことを規定する改正でありますけ

ど、この趣旨、条例改正の意味するところは何ですか。 

 

お答えします。変電設備と建築物等々の距離について、

キュービクル式に限定して求めるべきではないため、今回、

キュービクル式以外についても同様の距離を規定するもの

でございます。以上でございます。 
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第１３条 蓄電池設備、ここで、定格容量と電槽数の積の

合計が４８００アンペアアワーセル以上のものに対する規

定であったものを、蓄電池容量が１０キロワット時を超え

るもの及び１０キロワット時を超え、２０キロワット時以

下のものであって、蓄電池設備の出火防止装置及び延焼防

止装置に関する基準を満たさないものは、地震等により、

容易に転倒しない構造とすることを求める条例改正案と思

います。ここで、４８００アンペアアワーセルから、１０

キロワット時などと、蓄電池の容量の単位を読み替えてお

りますけども、これはどういった理由ですか。 

 

お答えします。蓄電池設備の潜在的な火災リスクは、保

有する電気エネルギーの大きさ、すなわち蓄電池容量のキ

ロワット時に依存すると考えられることから、規制対象の

指定に係る単位がアンペアアワーセルからキロワット時に

改められたことによるものでございます。以上でございま

す。 

 

議案書の２６ページですけども、第４４条、別表３にお

いて、炭火焼き器離隔距離を５０ｃｍあるいは３０ｃｍと

いうふうに求めるようにする条例改正でありますけど、こ

の理由は何ですか。 

 

お答えします。従来は炭火焼き器について、離隔距離の

定めがなかったため、新たに固体燃料を用いた厨房設備の

離隔距離として定めることとするものでございます。以上

でございます 

 

他にございませんか。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方をご発言願いま

す。 

 

（発言なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第７１号は原案の通り可決すること
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にご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第７１号は原案の通り可決するこ

とに決しました。 

以上で本委員会に付託されました案件の審査は全て終了

いたしました。これをもちまして総務委員会を終了いたし

ます。 

ここで執行部は退席していただいて結構です。 

 

（委員会終了＝午前１１時４５分） 

 

（協議会開始＝午前１１時４６分） 

 

続いて、協議会を行います。総務委員会の行政視察につ

いて確認し、報告します。当委員会の行政視察は笠岡地区

消防組合女性吏員の活躍について、三豊市パートナーシッ

プ・ファミリーシップ宣誓制度について、最後は行政経営・

方針管理制度について、１０月２５日から２７日にかけて

行います。岡山県笠岡地区消防組合、香川県三豊市、兵庫

県小野市で調整し、実施することといたしました。視察実

施にあたり、令和５年７月３日に開催されました正副委員

長会議におきまして、議長より行政視察は地方自治法、会

議規則の他、議員活動に関する申し合わせ事項第２０から

行政視察についての確認事項により、公費にて行う委員会

の調査活動であることを理解していただくよう伝達があり

ました。委員におかれましては、ご理解の上、臨まれます

よう、お願いいたします。 

以上で総務委員会協議会を終了いたします。なお、委員

長報告についてはご一任願います。本日はご苦労様でござ

いました。 

 

【協議会終了＝午前１１時４７分】 

 


